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議案第８８号  

 

藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例の一部改正につ

いて 

藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

２０２３年（令和５年）２月１４日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例 

藤沢市病院事業に係る公営企業の設置等に関する条例（昭和４６年藤沢市条例

第３３号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第６号を次のように改める。 

(6) 腎臓移植内科 

第４条第１項中第３５号を第３７号とし、第２１号から第３４号までを２号ず

つ繰り下げ、第２３号の前に次の１号を加える。 

(22)腎臓移植外科 

第４条第１項中第２０号を第２１号とし、第７号から第１９号までを１号ずつ繰

り下げ、第８号の前に次の１号を加える。 

(7) 脳神経内科 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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提案理由 

 この条例を提出したのは、診療科目を整理したことに伴い、診療科目の新設及び

変更を行う必要による。 


